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１ プランの概要 

（１）策定の目的 

「こども基本法」を勘案し、本市のこどもや若者、子育てに関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため。 

 

（２）プランの期間 

令和7（2025）年度から令和11（2029）年度までの5年間 

 

（３）基本理念 

 

 

 

 

（４）総括指標 

基本理念の実現に向けた取組状況を評価するため、次の4つの総括指標を設定しています。 

 

総括指標 現状（令和 5 年度） 目標（令和 11 年度） 

生活に満足していると思うこどもの割合 75.5％ 80.0％ 

自分の将来に明るい希望を持っている若者の割合 63.8％ 70.0％ 

子育てが楽しいと思う保護者の割合 75.0％ 80.0％ 

安心して子育てができていると思う保護者の割合 － 65.0％ 

※総括指標の数値は、市のアンケート調査を基に設定しています。 

概要版 
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２ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 基本理念 ］ ［ 施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

１－１ 母子保健対策の充実 
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１－２ 親子の成長と交流の場の支援 

１－３ 教育・保育サービスの充実 

１－６ 不登校のこどもへの支援 

２－１ こどもの権利の保障 

２－２ 学び・体験する機会の提供 

２－３ 障害等のあるこども・外国籍のこどもへの支援 

２－４ 児童虐待の防止と社会的養護 

２－５ 心の健康づくり、犯罪等からこどもを守る
取組の推進 
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１－４ 豊かな心を育む教育活動等の推進 

１－５ 居場所づくり 

３－３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

３－４ ひとり親家庭への支援 

３－５ 子育て情報の発信 

３－１ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

３－２ 地域子育て支援の推進 

［ ライフステージ ］ 

笑
顔
で
つ
な
が
る
、
活
き
活
き
と
明
る
い
未
来
へ 
こ
ど
も

・
子
育
て
応
援
都
市

・
み
は
ら
の
実
現 

～ 
Our 

Fav
orit

e P
lace

 

～ 

１－７ 次代へのステップの支援 

１－８ 出会いや結婚の支援 

１－９ 悩みや不安を抱える若者への支援 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 

重点 
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３ こどもの貧困対策 

こどもの貧困対策は、経済的な困窮状態にある家庭を対象とする事業に加え、全てのこ

どもと子育て家庭を対象とする多様な事業で総合的に展開し、次の4つの方向性で取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 若者支援 

若者支援は、中学生年代からおおむね30歳未満、施策によってはポスト青年期（40歳未

満）を対象とし、若者が自分らしく社会生活を送ることができるよう、社会全体で切れ目

なく、多様な事業を総合的に展開していくものとし、次の4つの方向性で取り組みます。 

 

 

 

  

  

こどもの策 

● 教育の支援   

● 生活の安定に資するための支援 

● 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支援 

● 経済的支援 

 

若者支援策 

● 結婚・妊娠・出産・就労等の希望の実現を後押しする環境の整備 

● 青少年健全育成と学び・体験の提供、居場所の支援 

● 福祉の増進と安心・安全、防犯 

● 意見表明の機会の確保と権利の保障 

 

特に取組の必要な分野 

▶ ひとり親家庭への支援 

▶ こどもの居場所の充実と学習等支援 

▶ 相談支援の充実 

特に取組の必要な分野 

▶ 結婚の希望の実現を後押しする取組の推進 

▶ 居場所や相談支援等の充実 

▶ 意見表明の機会の確保 

4 つの方向性 

特に取組の必要な分野 

特に取組の必要な分野 

4 つの方向性 
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みはらこども・子育て応援宣言 

 

 

三原市は、三原で生まれ、育ち、学んで良かったと思えるまちとなるよう、こども・

子育て支援施策の積極的な推進を図るとともに、市民、地域、事業者等の関係者の皆

様と連携し、地域社会でこどもや子育て家庭を支えていくため、次のとおり宣言いた

します。 

   

1 こどもの成長を応援します 

こどもが未来に希望を持って成長できる環境を整備し、その健やかな成長を応援

します。 

2 子育て家庭を応援します 

安心して子育てができるよう子育て環境を整備し、子育て家庭を応援します。 

3 こどもや子育て家庭を支える取組を応援します 

市民、地域、事業者等の関係者と連携し、地域社会でこどもや子育て家庭を支え

る取組を応援します。 

 

  令和7（2025）年3月 

三原市長 岡田 吉弘 
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